
 
「発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査」 

（今後の対応策）の報告について 
                                                     

平 成１６年９月１３日                                                 

電 源 開 発 株 式 会 社 

 

 当社は、本日、経済産業省に対して、平成 16 年８月 11 日付けで同省より指示のありまし

た、「発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査」のうち、運転開始後２０

年以上経過した発電用火力設備に係る非破壊検査等の「今後の対応策」について報告書を

提出いたしました。報告書の概要は以下の通りです。 

 

［報告概要］ 

 １．今回報告対象設備 

 高砂火力発電所（兵庫県高砂市）  １号機(25 万 kW)、２号機(25 万 kW) 

 竹原火力発電所（広島県竹原市）  １号機(25 万 kW)、２号機(35 万 kW)、 

                        ３号機(70 万 kW) 

 松島火力発電所（長崎県西彼杵郡大瀬戸町） １号機(50 万 kW)、２号機(50 万 kW) 

 

 ２．上記設備に係る配管肉厚測定検査の実施計画 

 検査対象部位は３発電所・７ユニット合計で２，８６３箇所です。そのうち検査未実施は

２，７８２箇所です。 （別表参照） 

 これら検査未実施部位については、今後、各ユニット毎の定期事業者検査において

配管肉厚の非破壊検査を順次実施していきます。 

 

 ３．作業員等の安全確保対策 

 検査未実施部位の健全性・安全性が確認されるまでの間は、次の対応により発電所

作業員等の安全確保に万全を期します。 

①検査未実施部位の近傍を「立入制限区画」とし立入りを制限します。 

②運転・保守上、やむを得ず「立入制限区画」に入る場合、必要に応じ耐火服着用

等の安全対策を実施します。 

 

 なお、当社では、運転開始後２０年未満のすべての発電設備（４発電所・７ユニット）につい

ても順次非破壊検査を実施していくこととしており、現在検査計画を策定中です。その内容

については経済産業省の指示に従い、１０月１２日までに報告する予定です。 

 

以   上 



 

別表 

 

配管肉厚調査対象部位の検査実施数、結果 

 
調査対象該当部位数 

（A） 
既実施部位数 

（B） 
未実施部位数 
（C=A－B） 

高砂火力発電所１号機 ３４９ ３０ ３１９ 

     同    ２号機 ３４９ ３０ ３１９ 

竹原火力発電所１号機 ３６６ １１ ３５５ 

     同    ２号機 ３８８ ０ ３８８ 

     同    ３号機 ３８５ ０ ３８５ 

松島火力発電所１号機 ５０６ ０ ５０６ 

     同    ２号機 ５２０ １０ ５１０ 

    合  計 ２，８６３ ８１ ２，７８２ 

なお、現在管理台帳および管理図面を作成中ですので、今後調査対象該当部位数の変更が生じる場合があり

ます。 


